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変更後 現行 

第１  農業経営基盤の強化の促進に関する目標 

 

１ 南相馬市の位置、気候及び農業の現状 

（略） 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法」という。）

第１２条第１項の規定による農業経営改善計画の認定を受けた農業者又

は組織経営体（以下「認定農業者」という。）は、平成２３年度末時点で

は、３３０経営体であったが、東日本大震災及び原子力災害の影響に加え、

担い手の高齢化により、平成２６年度末時点で２６９経営体へ約１８％減

少、令和元年度末時点で２４５経営体へ約２６％減少、令和６年度末時点

で２１７経営体へ約３５％減少している。 

 また、水稲における作付面積は原子力災害以前である平成２２年度は約

５，０３１ヘクタールであったが、平成２６年度は約１０７ヘクタールへ

と大きく減少した。令和元年度は２，７４０ヘクタール、令和６年度は○

ヘクタールと回復傾向にあるが、いまだに農業者の避難が継続する地域が

残されており、今後とも風評被害への対応を含め営農の再開に向けた取組

第１  農業経営基盤の強化の促進に関する目標 

 

１ 南相馬市の位置、気候及び農業の現状 

（略） 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法」という。）

第１２条第１項の規定による農業経営改善計画の認定を受けた農業者又

は組織経営体（以下「認定農業者」という。）は、平成２３年度末時点で

は、３３０経営体であったが、東日本大震災及び原子力災害の影響に加え、

担い手の高齢化により、平成２６年度末時点で２６９経営体へ約１８％減

少、令和元年度末時点で２４５経営体へ約２６％減少         

            している。 

 また、水稲における作付面積は原子力災害以前である平成２２年度は約

５，０３１ヘクタールであったが、平成２６年度は約１０７ヘクタールへ

と大きく減少した。令和元年度は２，７４０ヘクタール        

     と回復傾向にあるが、いまだに農業者の避難が継続する地域が

残されており、今後とも風評被害への対応を含め営農の再開に向けた取組
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変更後 現行 

が必要となっている。 

 

２（略） 

 

３ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向 

（略） 

(１) 育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標 

  地域における優良な経営事例を踏まえつつ、農業を主業とする農業者

が、他産業従事者とそん色ない生涯所得に相当する年間農業所得（主たる

従事者１人当たり４６０万円以上、１個別経営体当たり５９０万円（主た

る従事者１人＋補助従事者１人）以上）、年間総労働時間（主たる従事者

１人当たり１，８００時間程度）の水準を実現できるものとし、また、こ

れらの農業経営が本市の農業生産の相当部分を担う農業構造の確立を目

指す。 

(２) 担い手育成の考え方 

 本市農業の持続的な発展を図るため、効率的かつ安定的な農業経営体を

が必要となっている。 

 

２（略） 

 

３ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向 

（略） 

(１) 育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標 

  地域における優良な経営事例を踏まえつつ、農業を主業とする農業者

が、他産業従事者とそん色ない生涯所得に相当する年間農業所得（主たる

従事者１人当たり４６０万円以上、１個別経営体当たり５９０万円（主た

る従事者１人＋補助従事者１人）以上）、年間総労働時間（主たる従事者

１人当たり１，９００時間程度）の水準を実現できるものとし、また、こ

れらの農業経営が本市の農業生産の相当部分を担う農業構造の確立を目

指す。 

(２) 担い手育成の考え方 

 本市農業の持続的な発展を図るため、効率的かつ安定的な農業経営体を
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変更後 現行 

育成するとともに、地域での話合いに基づき本市が策定した地域計画（法

第19条第１項の規定による地域計画をいう。以下同じ。）の実現に向けて、

計画の見直しを推進するとともに、将来にわたり地域の中心的経営体とし

て位置づけられる担い手の確保を図る。 

（略） 

(３) 目的達成のための推進方向 

 ア 認定農業者等の育成 

 地域における話合いに基づいた地域計画により将来の農地利用の姿 

         を明確にし、認定農業者等の担い手への農用地の利用

集積・集約化を加速するほか、農地整備事業の活用によるほ場の大区画化

やＩＣＴ等の先進技術の導入を推進し、経営規模の拡大と生産性の向上を

図る。 

 イ 法人化の推進 

 企業的経営管理の実施や就業条件の整備、経営継承等の支援と併せて、

法人化を促し、新規就農者（雇用就農）の受け皿ともなる経営体を育成す

る。 

育成するとともに、地域での話合いに基づき本市が作成する人・農地プラ

ンの実質化を推進し、                       

                 将来にわたり地域の中心的経営体

として位置づけられる担い手の確保を図る。 

（略） 

(３) 目的達成のための推進方向 

 ア 認定農業者等の育成 

 地域における話合いを基本として、人・農地プランの実質化の推進及び

見直しにより担い手を明確にし、認定農業者等の担い手への農地集積  

      を加速するほか、農地整備事業の活用によるほ場の大区画化

やＩＣＴ等の先進技術の導入を推進し、経営規模の拡大と生産性の向上を

図る。 

 イ 法人化の推進 

 企業的な経営管理が実施され、就業条件が整った経営体については、経

営の高度化や円滑な継承、新規就農の受け皿の確保等を推進する。   
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 農業生産組織については、経営の効率化を図りながら、構成員の意向や

経営実態に応じて法人化へ誘導する。 

 ウ 集落営農の推進 

 地域の合意に基づき、担い手を中心に、小規模な農業者、高齢農業者等

の多様な経営体等が、農用地、農業用水等の農業生産の基盤となる資源の

維持管理や補助労働力の提供等の役割を発揮できる持続的な営農システ

ムの構築を支援する。                   

 エ（略） 

 オ 土地利用型農業経営の推進 

 土地利用型農業経営については、農用地の面的集積とスマート農業の推

進による一層の規模拡大を進めるとともに、地域の条件に合った適地適作

を基本とする品種や栽培方法の組み合わせを図る。 

 また、スマート農業技術や低コスト化のための技術の開発・普及及び農

地整備事業等を連動させながら推進する。さらに、経営所得安定対策等を

積極的に活用しながら、主食用米と飼料用米、加工用米、ＷＣＳ用稲等の

非主食用米や麦、大豆、そば、飼料作物、園芸作物等の生産を組み合わせ

    生産組織については、経営の効率化を図りながら、構成員の経営実

態や意向に応じて法人化へ誘導する。 

 ウ 集落営農の推進 

 地域農業の担い手や小規模な農業者、高齢農業者等の多様な農業者との

間で農地、農業用水の農業生産基盤となる資源の維持管理、補助労働力の

提供等における役割を明確にしながら、地域の合意に基づく持続的な営農

システムによる農業の振興・発展に向けた活動を支援する。 

 エ（略） 

 オ 土地利用型農業経営の推進 

 土地利用型農業経営については、農用地の面的集積とスマート農業の推

進による一層の規模拡大を進めるとともに、地域の条件に合った適地適作

を基本とする品種や栽培方法の組み合わせを図る。 

 また、          低コスト化のための技術の開発・普及及び農

地整備事業等を連動させながら推進する。さらに、経営所得安定対策等を

積極的に活用しながら、主食用米と飼料用米、加工用米、ＷＣＳ用稲等の

非主食用米や麦、大豆、そば、飼料作物、園芸作物等の生産を組み合わせ
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た効率的な経営の確立を目指す。 

 カ 集約型農業経営の推進 

 集約型農業経営については、地域の条件に応じて、野菜、果樹、花き、

菌茸等の導入及び生産拡大のための機械化、施設化等の生産基盤の整備を

一層推進する  。 

 キ（略） 

 ク 地域産業６次化の推進 

 農村資源と人材・技術を生かし、第２次・第３次産業などの地域の他産

業分野と連携し、農産物等の付加価値向上を図る地域産業の６次化を推進

し、農業者の所得向上と地域の雇用確保による地域経済の活性化を図る。 

 ケ～コ（略） 

 サ スマート農業の推進 

 省力化・効率化や収量・品質の向上に向けて、ロボット、ＡＩ、ＩｏＴ

などの先端技術の活用を進める。 

 

４（略） 

た効率的な経営の確立を目指す。 

 カ 集約型農業経営の推進 

 集約型農業経営については、地域の条件に応じて、野菜、果樹、花き、

菌茸等の導入及び生産拡大のための機械化、施設化等の生産基盤の整備の

一層の推進を図る。 

 キ（略） 

 ク 地域産業６次化の推進 

 農村資源と人材・技術を生かし、 ２次・ ３次産業などの地域の他産

業分野と連携し、農産物等の付加価値向上を図る地域産業の６次化を推進

し、農業者の所得向上と地域の雇用確保による地域経済の活性化を図る。 

 ケ～コ（略） 

              

                                

                 

 

４（略） 
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５  新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保に関する目標 

（１）新規就農の現状 

本市の令和６年度の新規就農者は１７人であったが、過去５年間の平均は

１０ 人となっている。今後も本市の基幹作物である稲の産地としての生

産量の維持及び施設野菜等戦略的作物の生産拡大を図っていくため、将来

にわたって地域農業の担い手を安定的かつ計画的に確保していく必要が

ある。 

（２）新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に関する目標 

（略） 

 ア 確保・育成すべき人数の目標 

 令和３年１月 策定の福島県農林水産業振興計画         

     の新規就農者等の確保に向けた目標である年間３４０人以上

を参考に、本市においては年間１０人の当該青年等の確保を目標とする。

また、現在の雇用就農の受け皿となる法人を５年間で５法人増加させる。 

 イ～ウ（略） 

（３）（略） 

５  新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保に関する目標 

（１）新規就農の現状 

本市の令和元年度の新規就農者は６ 人であったが、過去５年間の平均は

２．８人となっている。今後も本市の基幹作物である稲の産地としての生

産量の維持及び施設野菜等戦略的作物の生産拡大を図っていくため、将来

にわたって地域農業の担い手を安定的かつ計画的に確保していく必要が

ある。 

（２）新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に関する目標 

（略） 

 ア 確保・育成すべき人数の目標 

  平成２５年３月策定の福島県農林水産業振興計画「ふくしま農林水産業

新生プラン」の新規就農者等の確保に向けた目標である年間２２０人以上

を参考に、本市においては年間５ 人の当該青年等の確保を目標とする。

また、現在の雇用就農の受け皿となる法人を５年間で５法人増加させる。 

 イ～ウ（略） 

（３）（略） 
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第２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に

関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 

（略） 

 

１ 営農類型 

（略） 

№ 営農類型 経営規模 生産方式 

1 水稲 
水稲（移植・主食用米） 

水稲（直播・飼料用米） 

2,200 

800 

a 

a 

水稲（移植・主食用

米）:高密度播種育苗

（※） 

水稲（直播・飼料用米） 

2 

水稲 

（ 組 織 経 営

体・集落営農） 

水稲（移植） 

水稲（直播・飼料用米） 

大豆 

小麦 

2,500 

4,000 

1,500 

2,000 

a 

a 

a 

a 

水稲（移植・主食用米）:

高密度播種育苗 

水稲（直播・飼料用米） 

3 野菜＋水稲 

かぼちゃ（露地） 

ブロッコリー（秋冬） 

水稲（移植） 

水稲（作業受託） 

100 

700 

200 

600 

a 

a 

a 

a 

ブロッコリー（秋冬）：

露地 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 

4 野菜＋水稲 

ねぎ（夏秋） 

ねぎ（秋冬） 

水稲（移植） 

水稲（作業受託） 

50 

110 

200 

600 

a 

a 

a 

a 

ねぎ（夏秋）：転作 

ねぎ（秋冬）：機械化体

系、転作 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 

5 野菜＋水稲 

にら（秋冬） 

水稲（移植） 

水稲（作業受託） 

40 

200 

600 

a 

a 

a 

にら（秋冬）：施設野菜

（パイプハウス） 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 

第２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等

に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 

（略） 

 

１ 営農類型 

（略） 

№ 営農類型 経営規模 生産方式 

1 水稲 
水稲（移植・主食用米） 

水稲（直播・飼料用米） 

2,200 

800 

a 

a 

水稲（移植・主食用

米）:高密度播種育苗

（※） 

水稲（直播・飼料用米） 

2 

水稲 

（ 組 織 経 営

体・集落営農） 

水稲（移植） 

水稲（直播・飼料用米） 

大豆 

小麦 

2,500 

4,000 

1,500 

2,000 

a 

a 

a 

a 

水稲（移植・主食用米）:

高密度播種育苗 

水稲（直播・飼料用米） 

3 野菜＋水稲 

かぼちゃ（露地） 

ブロッコリー（秋冬） 

水稲（移植） 

水稲（作業受託） 

100 

700 

200 

600 

a 

a 

a 

a 

ブロッコリー（秋冬）：

露地 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 

4 野菜＋水稲 

ねぎ（夏秋） 

ねぎ（秋冬） 

水稲（移植） 

水稲（作業受託） 

50 

110 

200 

600 

a 

a 

a 

a 

ねぎ（夏秋）：転作 

ねぎ（秋冬）：機械化体

系、転作 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 

5 野菜＋水稲 

にら（秋冬） 

水稲（移植） 

水稲（作業受託） 

40 

200 

600 

a 

a 

a 

にら（秋冬）：施設野菜

（パイプハウス） 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 
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6 野菜＋水稲 

ミニトマト（施設） 

春菊（施設） 

水稲（移植） 

水稲（作業受託） 

35 

35 

200 

600 

a 

a 

a 

a 

ミニトマト（施設） 

春菊：施設栽培（パイ

プハウス） 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 

7 野菜＋水稲 
タマネギ（秋植え） 

水稲（移植） 

600 

1,500 

a 

a 

タマネギ：機械化体系 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 

8 野菜 
きゅうり（促成） 

きゅうり（抑制） 

30 

30 

a 

a 
購入苗 

9 果樹 
日本なし 

ぶどう 

180 

20 

a 

a 

日本なし：幸水 50a、豊

水 60a、あきづき 30a、

新高 40a、ジョイント

栽培 20%導入、性フェ

ロモン剤利用 

ぶどう：あづましずく

20a 

        

       

     

       

         

    

    

    

    

  

  

  

  

           

   

          

           

    

10 花き 宿根カスミソウ 

30 

30 

35 

a 

a 

a 

宿根カスミソウ（4~5

月定植） 

宿根カスミソウ（6~7

月定植） 

宿根カスミソウ（据え

置き） 

6 野菜＋水稲 

ミニトマト（施設） 

春菊（施設） 

水稲（移植） 

水稲（作業受託） 

35 

35 

200 

600 

a 

a 

a 

a 

ミニトマト（施設） 

春菊：施設栽培（パイ

プハウス） 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 

7 野菜＋水稲 
タマネギ（秋植え） 

水稲（移植） 

600 

1,500 

a 

a 

タマネギ：機械化体系 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 

     
         

         

   

   

  

  
    

8 果樹 
日本なし 

ぶどう 

180 

20 

a 

a 

日本なし：幸水 50a、豊

水 60a、あきづき 30a、

新高 40a、ジョイント

栽培 20%導入、性フェ

ロモン剤利用 

ぶどう：あづましずく

20a 

9 花き＋水稲 

トルコギキョウ 

ストック 

水稲（移植） 

水稲（作業受託） 

35 

35 

200 

600 

a 

a 

a 

a 

トルコギキョウ：8 月

出荷 

ストック：３月出荷 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 

10 花き 宿根カスミソウ 

30 

30 

35 

a 

a 

a 

宿根カスミソウ（4~5

月定植） 

宿根カスミソウ（6~7

月定植） 

宿根カスミソウ（据え

置き） 
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11 酪農 
酪農 

飼料作物（牧草） 

50 

1,000 

頭 

a 
酪農 

12 
肉用牛（肥育）

＋水稲 

肉用牛（肥育） 

水稲（移植） 

水稲（作業受託） 

120 

200 

600 

頭 

a 

a 

肉用牛（肥育） 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 

13 
肉用牛（繁殖）

＋水稲 

肉用牛（繁殖） 

飼料作物（牧草） 

水稲（移植） 

水稲（作業受託） 

45 

500 

250 

600 

頭

a 

a 

a 

肉用牛（繁殖） 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 

 

第２の２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 酪農 
酪農 

飼料作物（牧草） 

50 

1,000 

頭 

a 
酪農 

12 
肉用牛（肥育）

＋水稲 

肉用牛（肥育） 

水稲（移植） 

水稲（作業受託） 

120 

200 

600 

頭 

a 

a 

肉用牛（肥育） 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 

13 
肉用牛（繁殖）

＋水稲 

肉用牛（繁殖） 

飼料作物（牧草） 

水稲（移植） 

水稲（作業受託） 

45 

500 

250 

600 

頭

a 

a 

a 

肉用牛（繁殖） 

水稲（移植）：高密度播

種育苗 

 

第２の２ （略） 
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第３  効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積

に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項 

 

１．効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に関

する目標 

   将来の地域において、上記第２に掲げるこれらの安定的な農業経営を

営む者に対する農用地の集積目標は以下の通り。 

効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地 

の利用に占める面積割合及び面的集積の目標 

備 

考 

面積の割合 ６０％ 

なお、効率的かつ安定的な農業経営に対する農用地の利

用集積においては、経営規模拡大のメリットを最大限に活

かし、より効率的な経営を可能とするため、面的集積を図

ることが求められていることから、農地中間管理事業等を

活用しながら、上記面積の割合目標の達成により利用集積

された農用地における面的集積の割合 を高めていくこと

 

第３  効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積

に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項 

 

１．効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に関

する目標 

   将来の地域において、上記第２に掲げるこれらの安定的な農業経営を

営む者に対する農用地の集積目標は以下の通り。 

効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地 

の利用に占める面積割合及び面的集積の目標 

備 

考 

面積のシェア６５％ 

なお、効率的かつ安定的な農業経営に対する農用地の利

用集積においては、経営規模拡大のメリットを最大限に活

かし、より効率的な経営を可能とするため、面的集積を図

ることが求められていることから、農地中間管理事業等を

活用しながら、上記面積の割合目標の達成により利用集積

された農用地における面的集積のシェアを高めていくこと
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を目標とする。 

（注）１  「効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地の利用に占める

面積割合の目標」は、地域における担い手（認定農業者、認定新規就農者、

基本構想水準到達者及び集落営農経営）の農用地利用面積（所有面積、借

入面積及び特定農作業受託面積）の割合の目標である。 

                                

                         

 ２  目標年次は、13年度末  とする。 

 

２ その他農用地の利用関係の改善に関する事項 

（１）（略） 

（２）今後の農用地利用等の見通し及び将来の農用地利用ビジョン 

 今後５年で更に農業従事者の高齢化等が進み、このような農用地所有者

からの農用地の貸付等の意向が強まることが予測されることから、受け手

となる担い手への農用地の利用集積・集約化を円滑に進めるためには、担

い手が経営する農用地における面的集積を促進し、農作業の効率化等を図

を目標とする。 

（注）１  「効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地の利用に占める

面積割合の目標」は、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等の担

い手の地域における農用地利用面積（基幹農作業を３作業以上実施してい

る受託面積を含む。）割合の目標である。 

   基幹農作業とは、水稲で耕起、代かき、田植え及び刈取り、その他の作

目で耕起、播種、収穫及びこれに準ずる作業である。 

 ２  目標年次は、おおむね５年後とする。 

 

２ その他農用地の利用関係の改善に関する事項 

（１）（略） 

（２）今後の農用地利用等の見通し及び将来の農用地利用ビジョン 

 今後５年で更に農業従事者の高齢化等が進み、このような農用地所有者

からの農用地の貸付等の意向が強まることが予測されることから、受け手

となる担い手への農用地の利用集積    を円滑に進めるためには、担

い手が経営する農用地における面的集積を促進し、農作業の効率化等を図
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ることによって農用地の引受能力を高め、さらなる規模拡大と経営改善を

支援することが必要である。 

本市では、計画的なほ場整備の推進とともに、農地中間管理事業を積極的

に活用し、利用権の設定、農作業受委託等を進め、担い手の経営の規模拡

大を促進する。 

（３）将来の農用地利用の姿を明確化した地域計画の実現に向けた取組及

び関係機関及び関係団体との連携等 

 本市の将来の農用地利用の姿を明確化した地域計画ビジョンの実現を

図るため、以下の施策を推進することとする。 

なお、そのために関係機関等との間で農用地に係る情報の共有化を進める

とともに、本市関係各課、農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び支

援センター等による連携体制を図る。 

 

［農用地利用ビジョンの実現を図るための施策］ 

施策名 地区名 

工事予定

期間 

施策の概要等 

八沢地区【完了】 H25～R05 受益面積  228.8ha 

ることによって農用地の引受能力を高め、さらなる規模拡大と経営改善を

支援することが必要である。 

本市では、計画的なほ場整備の推進とともに、農地中間管理事業を積極的

に活用し、利用権の設定、農作業受委託等を進め、担い手の経営の規模拡

大を促進する。 

（３）農用地利用ビジョン            実現に向けた取組及

び関係機関及び関係団体との連携等 

 本市の将来の農用地利用の姿を明確化した地域計画ビジョンの実現を

図るため、以下の施策を推進することとする。 

なお、そのために関係機関等との間で農用地に係る情報の共有化を進める

とともに、本市関係各課、農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び支

援センター等による連携体制を図る。 

 

［農用地利用ビジョンの実現を図るための施策］ 

施策名 地区名 

工事予定

期間 

施策の概要等 

飯崎地区 H28～R04 受益面積  101.4ha 
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大区画

ほ場整

備事業 

右田・海老地区 H25～R07 受益面積  236.3ha 

真野地区【完了】 H25～R05 受益面積  141.2ha 

鹿島西部地区 R02～R07 受益面積   99.5ha 

南屋形地区 R02～R07 受益面積   44.3ha 

西真野地区 R02～R07 受益面積   134.3ha 

栃窪地区 R02～R07 受益面積   46.9ha 

橲原地区 R05～R08 受益面積   27.6ha 

小山田地区 R04～R09 受益面積   49.5ha 

上栃窪地区 R04～R08 受益面積   69.4ha 

山下地区 R05～R10 受益面積   99.0ha 

浮田地区 R08～R13 受益面積   97.0ha 

原町東地区【完了】 H25～R05 受益面積    324.4ha 

金沢・北泉地区【完了】 H24～R02 受益面積   52.5ha 

押釜地区【完了】 H18～H30 受益面積   43.1ha 

馬場西地区【完了】 H29～R06 受益面積   37.2ha 

深野北地区【完了】 H29～R04 受益面積   31.4ha 

矢川原地区 H29～R07 受益面積   61.4ha 

太田地区 H30～R07 受益面積  157.0ha 

高平中部地区 R02～R07 受益面積  152.2ha 

深野南地区 R02～R07 受益面積   94.6ha 

原町南部地区【完了】 H12～R06 受益面積  155.6ha 

鶴谷地区 R02～R07 受益面積   75.3ha 

飯崎地区【完了】 H28～R06 受益面積  105.2ha 

大区画

ほ場整

備事業 

小高東部地区 H30～R05 受益面積   85.6ha 

片草地区 R01～R04 受益面積   36.6ha 

岡田地区 R01～R05 受益面積   32.4ha 

押釜地区【完了】 H18～H30 受益面積   43.1ha 

原町東地区 H25～R04 受益面積    330.4ha 

金沢・北泉地区 H24～R02 受益面積   53.2ha 

馬場西地区 H29～R05 受益面積   39.0ha 

深野北地区 H29～R04 受益面積   32.3ha 

矢川原地区 H29～R06 受益面積   68.8ha 

太田地区 H30～R06 受益面積  156.5ha 

原町南部地区 H12～R04 受益面積  147.2ha 

高平中部 R02～R07 受益面積  155.6ha 

鶴谷地区 R02～R05 受益面積   82.9ha 

八沢地区 H25～R06 受益面積  230.4ha 

右田・海老地区 H25～R05 受益面積  249.3ha 

真野地区 H25～R05 受益面積  140.7ha 

鹿島西部地区 R02～R07 受益面積   99.6ha 

南屋形地区 R02～R07 受益面積   45.3ha 

西真野地区 R02～R07 受益面積  134.1ha 
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小高東部地区 H30～R07 受益面積   83.9ha 

村上福岡地区 R05～R10 受益面積   54.1ha 

岡田地区 R01～R07 受益面積   32.1ha 

井田川地区 R02～R10 受益面積   111.0ha 

片草地区【完了】 R01～R06 受益面積   35.9ha 

小屋木地区 R04～R09 受益面積   62.8ha 

小高北部地区 R07～R13 受益面積   94.6ha 
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第４  農業経営基盤強化促進事業に関する事項 

 

 本市は、福島県が策定した「農業経営基盤強化促進基本方針」の第５「効

率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な事項」の農業経営基盤

強化促進事業の実施に関する基本的な事項に定められた方向に即しつつ、

本市農業の地域特性、即ち、複合経営を中心とした多様な農業生産の展開

などの特徴を十分踏まえ、以下の方針に沿って農業経営基盤強化促進事業

に積極的に取り組む。 

  本市は、農業経営基盤強化促進事業として、次に掲げる事業等を行う。 

①第18条の協議の場の設置、第19条に規定する地域計画の策定・変更その

他第４条第３項第１号に掲げる事業に関する事項 

②農用地利用改善事業の実施を促進する事業 

③委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業 

④農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成・確保を促進する

事業 

⑤新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保に関する事業 

第４  農業経営基盤強化促進事業に関する事項 

 

 本市は、福島県が策定した「農業経営基盤強化促進基本方針」の第４「効

率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な事項」の農業経営基盤

強化促進事業の実施に関する基本的な事項に定められた方向に即しつつ、

本市農業の地域特性、即ち、複合経営を中心とした多様な農業生産の展開

などの特徴を十分踏まえ、以下の方針に沿って農業経営基盤強化促進事業

に積極的に取り組む。 

  本市は、農業経営基盤強化促進事業として、次に掲げる事業等を行う。 

①利用権設定等促進事業                     

                       

②農用地利用改善事業の実施を促進する事業 

③委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業 

④農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成・確保を促進する

事業 

⑤新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保に関する事業 
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⑥その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業 

 

      

 

２  農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区

域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項 

 (１)～(２) （略） 

 (３) 農用地利用改善事業の内容 

 農用地利用改善事業の主要な内容は、(２)に規定する区域内の農用地の

効率的かつ総合的な利用を図るため、作付地の集団化、農作業の効率化そ

の他の措置及び農用地の利用関係の調整に関する措置を推進する。 

 (４)～(８)（略） 

 

３～４（略） 

 

５ 新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保に関する事項 

（略） 

（１）新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に向けた取組 

⑥その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業 

 

１ （略） 

 

２  農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区

域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項 

(１)～(２) （略） 

(３) 農用地利用改善事業の内容 

 農用地利用改善事業の主要な内容は、(２)に規定する区域内の農用地の

効率的かつ総合的な利用を図るため、作付地の集団化、農作業の効率化そ

の他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する。 

 (４)～(８)（略） 

 

３～４（略） 

 

５ 新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保に関する事項 

（略） 

（１）新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に向けた取組 
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 ア 受入環境の整備 

  農業経営・就農支援センター    や県普及部、農業協同組合などと

連携しながら、就農相談会を定期的に開催し、就農希望者に対し、本市内

での就農に向けた情報（研修、空き家に関する情報等）の提供を行う。ま

た、本市内の農業法人や先進農家等と連携して、インターンシップの受入

れを行う。   

 イ（略） 

（２）新たに農業経営を営もうとする青年等の定着に向けた取組 

 ア（略） 

 イ 就農初期段階の地域全体でのサポート 

 新規就農者が地域内で孤立することのないよう、地域計画    の作

成・見直しの話し合いを通じ、地域農業の担い手として当該者を育成する

体制を強化する。 

 また、新規就農者や各区認定農業者と交流できる機会の創出に努めると

ともに、農業協同組合及び道の駅等と連携して、直売コーナーへの出荷の

ためのアドバイスを行うなどして、生産物の販路の確保を支援する。 

 ア 受入環境の整備 

  福島県農業振興公社就農支援センターや県普及部、農業協同組合などと

連携しながら、就農相談会を定期的に開催し、就農希望者に対し、本市内

での就農に向けた情報（研修、空き家に関する情報等）の提供を行う。ま

た、本市内の農業法人や先進農家等と連携して、インターンシップの受入

れを行う。   

 イ（略） 

（２）新たに農業経営を営もうとする青年等の定着に向けた取組 

 ア（略） 

 イ 就農初期段階の地域全体でのサポート 

 新規就農者が地域内で孤立することのないよう、「人・農地プラン」の

作成・見直しの話し合いを通じ、地域農業の担い手として当該者を育成す

る体制を強化する。 

 また、新規就農者や各区認定農業者と交流できる機会の創出に努めると

ともに、農業協同組合及び道の駅等と連携して、直売コーナーへの出荷の

ためのアドバイスを行うなどして、生産物の販路の確保を支援する。 
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 ウ（略） 

  エ 青年等就農計画作成の促進及び指導と農業経営改善計画作成への

誘導 

  青年等が就農する地域の地域計画         との整合に留意

しつつ、本構想に基づく青年等就農計画の作成を促し、経営開始資金  

  や青年等就農資金、強い農業・担い手づくり総合支援交付金等の国の

支援策や県の新規就農関連事業を効果的に活用しながら経営力を高め、確

実な定着へと導く。さらに、青年等就農計画の達成が見込まれる者につい

ては、引き続き農業経営改善計画の策定を促し、認定農業者へと誘導する。 

 

（３）関係機関等の役割分担 

 各組織が次のとおり役割を分担しながら各種取組を進める。 

・就農に向けた情報提供及び就農相談については農業経営・就農支援セン

ター（主に福島県農業振興公社） 

・技術や経営ノウハウについての習得については福島県農業総合センタ

ー、農業短期大学校等                       

 ウ（略） 

  エ 青年等就農計画作成の促進及び指導と農業経営改善計画作成への

誘導 

  青年等が就農する地域の実質化された人・農地プランとの整合に留意し

つつ、本構想に基づく青年等就農計画の作成を促し、農業次世代人材投資

資金や青年等就農資金、強い農業・担い手づくり総合支援交付金等の国の

支援策や県の新規就農関連事業を効果的に活用しながら経営力を高め、確

実な定着へと導く。さらに、青年等就農計画の達成が見込まれる者につい

ては、引き続き農業経営改善計画の策定を促し、認定農業者へと誘導する。 

 

（３）関係機関等の役割分担 

 各組織が次のとおり役割を分担しながら各種取組を進める。 

・就農に向けた情報提供及び就農相談については福島県農業振興公社就農

支援センター          

・技術や経営ノウハウについての習得については福島県農業総合センタ

ー、農業短期大学校等、就農後の営農指導等フォローアップについては県



農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想 新旧対照表 

22 

変更後 現行 

・就農後の営農指導等フォローアップについては県普及部、農業協同組

合、本市認定農業者や指導農業士等 

・農地の確保については農業委員会、農地中間管理機構等 

 

６  （略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普及部、農業協同組合、本市認定農業者や指導農業士等        

                 

・農地の確保については農業委員会、農地中間管理機構等 

 

６  （略） 
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第５（略） 

 

附則 

この基本構想は、平成１８年８月３１日から施行する。 

附則 

  この基本構想は、平成２２年６月９日から施行する。 

附則 

  この基本構想は、平成２６年９月３０日から施行する。 

附則 

  この基本構想は、平成２８年３月３１日から施行する。 

附則 

  この基本構想は、令和３年１月２２日から施行する。 

附則 

 この基本構想は、令和７年○月○日から施行する。 

 

 

第５（略） 

 

附則 

この基本構想は、平成１８年８月３１日から施行する。 

附則 

  この基本構想は、平成２２年６月９日から施行する。 

附則 

  この基本構想は、平成２６年９月３０日から施行する。 

附則 

  この基本構想は、平成２８年３月３１日から施行する。 

附則 

  この基本構想は、令和３年１月２２日から施行する。 

 

 

 

 


